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はじめに

台湾の政治が民主化されて、すでに四半世紀が
経過した。民主化後に生まれた若い世代が選挙権
を行使する時代を迎え、台湾の民主主義も定着し
たといえるだろう。我々日本人も、自由や民主と
いった価値観を共有する台湾と向き合うように
なって久しい。

そんな台湾で4年に一度、ちょうどオリンピッ
ク・イヤーにやってくるのが、総統選挙である。
総統選挙は直接公選制で行われている。台湾住民
が自らの手で「中華民国」の国家元首であり、台
湾の事実上の最高指導者である総統を選ぶビッグ
イベントである。台湾で盛り上がりをみせる総統
選挙には、隣国の日本のみならず、国際社会も強
い関心を寄せてきた。総統選挙で決まる台湾の政
権の帰趨が、台湾海峡さらには東アジア全体の安
定に影響を及ぼしかねないからである。

ところで、台湾の総統選挙はいつから始まった
のだろうか。これまで、何回行われてきたのだろ
うか。台湾の民主化の到達点となったのが、1996
年3月に行われた直接公選制による初めての総統
選挙だった。台湾住民が直接投票を行う総統選挙
が台湾の民主主義のシンボルであることは間違い
ない。そのため、「台湾の総統選挙」というと、
1996 年以降に行われている総統選挙のイメージ
が非常に強く、それより前は総統選挙が行われて
いなかったかのような錯覚に陥ってしまう。しか
し実は、総統選挙は民主化前の台湾でも繰り返し、
しかも定期的に行われてきた。

台湾の次の総統選挙を半年後に控えて、本稿で
は「中華民国」の総統選挙というものをいま一度

振り返っておきたい。まずは、台湾では民主化前
から総統選挙が行われていたことを確認する。つ
ぎに、今回はとくに蔣介石が立候補し、当選を続
けた第1回から第5回までの総統選挙を取り上げ
て、そのプロセスについて紹介していく1 。そう
した作業をとおして、台湾での総統選挙の特徴あ
るいは総統選挙と台湾との関係について理解を深
めるための一助としたい。

1．「中華民国」の総統選挙

「中華民国」の総統選挙は、これまで何回行われ
てきたのだろうか。答えは 14 回である。現職の
蔡英文総統は「第 14 代中華民国総統」である。
2016 年1月の「第 14 代中華民国総統副総統選挙」
で総統に選出された。ここから総統選挙がこれま
で 14 回行われてきたことがわかる。来年1月に
は「中華民国」の第 15 代総統・副総統を選ぶ選挙
が予定されている。

選挙の正式名称が「総統副総統選挙」と表記さ
れているのは、1996 年の直接公選制の導入にとも
ない、総統候補は副総統候補とベアで出馬するこ
とになったためである。一度の選挙で総統と副総
統がいっぺんに決まるため、「総統副総統選挙」と
呼ばれるようになった。それまでは、まずは総統
選挙が行われ、その数日後に副総統選挙が行われ
ていた。

それでは、直接公選制による総統選挙は、これ
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1 本稿は特記以外、中央選舉委員會『中華民國選舉史』中
央選舉委員會印行、台北、1984 年、1～38 頁、および陳文
俊「行憲歷任總統副總統選舉」中央選舉委員會『中華民國
選舉史』中央選舉委員會印行、台北、1986 年、249～278 頁
の記述にもとづく。



まで何回行われているのだろうか。この答えは6
回である。台湾の民主化の到達点であり、初めて
直接公選制で行われた総統選挙が、1996 年3月の

「第9代中華民国総統副総統選挙」だった。この
歴史的な選挙において、初代民選総統に当選した
のが当時現職総統だった李登輝である。ちなみ
に、直接公選制の導入にともない、総統・副総統
の任期もそれまでの一期6年から4年に短縮され
た。第9代総統の李登輝のあと、陳水扁が第 10
代・第 11 代総統を、馬英九が第 12 代・第 13 代総
統を務め、第 14 代総統が現職の蔡英文である。
このように 1996 年以降、直接公選制のもとで、こ
れまで4年おきに6回の総統選挙が行われてき
た。

したがって、直接公選制が導入される前にも、
「中華民国」の総統選挙は8回行われてきたこと
がわかる。本稿で取り上げるのは、この8回の総
統選挙のうち、とくに第1回から第5回までの選
挙である。

2．国民大会での総統選挙

この8回の総統選挙は、現在の総統選挙とは異
なっていた。最大の違いは、国民大会代表による
間接選挙だったことである。

いまはもう存在しない国民大会だが、もとは立
法院、監察院とともに国会に相当する「民意代表
機構」のひとつに数えられていた2 。国民主権を
うたった「中華民国憲法」3 の規定によると、国民
大会は総統および副総統の選挙・罷免、憲法改正

をその主な職権とした（第 27 条）。第1回から第
8回までの総統選挙は、この国民大会において行
われていた。有権者である国民の直接選挙で選ば
れた国民大会のメンバーである国民大会代表が総
統、副総統を選出したのである。当時、総統選挙
は副総統選挙とは別個に、それに先立って行われ
ていた。

第1回の総統選挙が行われたのは 1948 年4月
のことである。前年（1947 年）の 11 月に選出さ
れた第1期国民大会代表を集めて、第1期国民大
会第1回会議が中華民国の首都・南京で開催され
た4 。そこで総統選挙、次いで副総統選挙が行わ
れたのである。第1期国民大会代表には台湾で選
出された者も含まれていたが、台湾は当時、中華
民国の領域の一部にすぎず、いくつかの選挙区が
存在していた。

ところが、その直後に起こったのが中国の分断
国家化である。当時、中華民国の政権党だった中
国国民党（以下、国民党）は、中国共産党（以下、
共産党）との内戦に敗れ、1949 年 12 月に中華民
国中央政府を台湾の台北に移転させた。1950 年
6月の朝鮮戦争の勃発にともない、欧州で始まっ
た東西冷戦が東アジアにも波及すると、米国は台
湾海峡に即座に介入して、共産党による「台湾解
放」も、国民党による「大陸反攻」も封じ込めた。
こうして、国共内戦に端を発した中国の分断状況
は、東西冷戦により固定化されてしまったのであ
る。中華民国は、中国大陸で共産党が建国した「中
華人民共和国」とともに、中国の分断国家の片一
方となった。その実効支配地域は台湾とその周辺
島嶼のみに限定されてしまった。

第2回総統選挙が行われたのは、1954 年3月の
ことだった。これ以降、1990 年に行われた第8回
総統選挙まで、合計7回の総統選挙はいずれも「中
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2 国民大会はもともと常設機関だったが、2000 年の第5回
憲法改正で非常設機関となり、2005 年の第7回憲法改正に
より廃止された。

3 「中華民國憲法」（中華民國 35 年 12 月 25 日）」立法院法
律系統（https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?0^26600
C62060C8126600C60CB0C81A6648C62A6CC8126604C6806）。
台湾では 1990 年代以降、これまで7回の憲法改正が行わ
れたが、いずれも増加修正条文（「増修条文」）が付加され、
中華民国憲法の条文をそのものは改正されていない。

4 憲法第 31 条には「国民大会の開催地点は、中央政府所在
地とする」と定められている。



央政府所在地」である台湾の台北で、しかも6年
おきに定期的に実施されてきた。台湾で実施され
ていた総統選挙という意味で、これら7回の選挙
は「台湾での総統選挙」だったといえるだろう。

これら7回の総統選挙に立候補し、当選した政
治家は、蔣介石、蔣経国、そして李登輝のわずか
3名である。蔣介石は第2回から第5回、蔣経国
は第6回と第7回、李登輝は第8回に立候補し、
当選している。李登輝は、国民大会代表による間
接選挙で選ばれた最後の総統であり、台湾住民に
よる直接選挙で選ばれた最初の総統でもあったの
である。

もうひとつ確認しておきたいのは、台湾でも総
統選挙は定期的に行われていたことである。台湾
の立法院や国民大会はかつて「万年国会」と揶揄
されていた。1947 年に中国大陸と台湾で選出さ
れた国民大会代表と立法委員が非改選とされてい
たためである。台湾の民主化にともない、1991 年
12 月に国民大会、1992 年 12 月には立法院の全面
改選が行われ、ついに「万年国会」が解消された。
こうした事実から、民主化前の台湾では選挙が行
われていなかったと思いがちである。確かに、戦
後の台湾では国民大会代表や立法委員を選ぶ選挙
が長らく行われていなかった。しかし、その間も、
総統選挙は定期的に行われていたのである。

それでは、まずは 1948 年に行われた第1回総
統選挙、そして台湾で実施された第2回から第5
回までの総統選挙について見ていこう。

3．第1回総統選挙

（1）憲法の制定と国民大会代表の選出
1946 年 12 月 25 日、中華民国憲法（以下、憲法）

が制定された。この憲法は翌 1947 年1月1日に
公布され、同年 12 月 25 日に施行された。国民党
は、共産党との内戦が続くなかで、共産党の反対
を押し切って、また弱小政党だった中国民主社会
党（以下、民社党）と中国青年党（以下、青年党）

の協力しか得られない孤立した状況で、憲法制定
のための国民大会を強行開催し、この憲法を成立
させた。国民党は、辛亥革命以来の最大の政治公
約だった「憲政」5 を実現させることで、中国での
国家建設の主役としての政治的権威と正統性を確
保しようとしたのである6 。

国民党は憲法の規定に則り、中央政府の組織に
着手した。総統選挙とのかかわりでいえば、総
統・副総統を選挙する権限をもつ国民大会代表の
選出、そして総統を選出するための総統選挙の実
施が重要である。国共内戦の戦火が激しくなるな
かで、第1回国民大会代表選挙が 1947 年 11 月 21
日から 23 日の3日間にわけて、中国大陸と台湾
で実施された。当然ながら、共産党の支配地域で
は選挙の実施は不可能だったし、また中国で初の
普通選挙ということもあり、さまざまな混乱が生
じるなかでの選挙だった7 。国民大会代表の法定
人数は 3045 名だったが、実際に議席が確定した
のは 2953 名だった。とはいえ、とにかく第1期
国民大会代表が選出されたことから、第1期国民
大会第1回会議が 1948 年3月 29 日に首都・南京
で開催されることになった。総統選挙の実施に向
けて進みだしたのである。

（2）「総統副総統選挙罷免法」
総統選挙はどのようなルールのもので行われる

ことになったのだろうか。憲法の第 46 条には「総
統、副総統の選挙は、法律で定める」とある。そ
こで、1947 年3月には「総統副総統選挙罷免
法」8 が制定・公布された。これは総統と副総統
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5 「憲政」とは孫文の「三序」構想（「軍政→訓政→憲政」）
の最終段階で、憲法の制定、それに則った民主的手続きに
よる政府の組織と立憲政治の実施を意味する。

6 横山宏章『中華民国史―専制と民主の相克』三一書房、
1996 年、186～196 頁。

7 第1回国民大会代表選挙をめぐる混乱や問題点について
は、横山宏章、前掲書、196～209 頁が詳しい。



の選挙方法を規定したルールであり、総統・副総
統選挙のためだけの選挙法である。以下では、そ
のポイントについて見てみよう。

まずは、総統選挙と副総統選挙は別々に行うこ
と、そして総統選挙を先に行い、その後で副総統
選挙を行うことが定められている（第3条）。立
候補の資格については、100 名以上の国民大会代
表の推薦署名が必要とされた（第4条第1項第1
号）9 。当選者の決定方式は次のとおりである。
国民大会代表は、無記名方式で、投票用紙に記載
された候補者の中から1名を選び、有権者となる
国民大会代表総数の過半数の票を獲得した者が当
選となる（第4条第1項第3号）。

最初の投票において、どの候補者も国民大会代
表の過半数の得票に届かなかった場合には、得票
数の多い順に上位3名によって2回目の投票を行
う。それでも得票数が代表総数の過半数に届か
ず、当選者が決まらない場合には、同じ3名の候
補者によって3回目の投票を行う。それでもなお
決着がつかない場合には、3回目の投票での上位
2名の候補者のみによって4回目の投票を行い、
得票の多い者が当選となる。ただし、2名の候補
者の得票数が同じ場合には再投票を行い、得票の
多い者が当選となる（第4条第2項）。一見して、
実に煩雑なルールだが、なによりも第3回投票ま
で存在した「国民大会代表総数の過半数」という
条件が第4回投票ではなくなっているという奇妙
なルールである。

ちなみに、国民大会代表総数の過半数だが、第
1回総統選挙当時は、第1期国民大会代表の総数
が 3045 名で、その過半数は 1523 名だった。なお、

副総統の選挙方式については、これまで紹介した
総統の選挙方法を定めた規定（第4条）を「準用
する」と定められた（第5条）。

（3）「動員戡乱時期臨時条款」の制定
1948 年3月 29 日、第1期国民大会が南京で召

集された。開会式に出席した国民大会代表は
1639 名だったが、その後次々と南京に到着して、
4月 49 日に行われた第1回総統選挙には 2734 名
が出席した。

最初の総統選挙ということもあり、誰が総統に
選出されるのかに注目が集まった。国民党からは
総裁の蔣介石が立候補するのが順当だったが、彼
はそれを躊躇したのである。蔣介石は4月4日、
国民党第6期中央執行委員会臨時全体大会での冒
頭、「総統選挙には出馬しない」と宣言した。蔣介
石が立候補に躊躇した理由は、憲法では国家の行
政の実権が行政院にあり10、蔣介石が総統の権限
に魅力を感じなかったためといわれている。しか
し、国民党において蔣介石に代わる統合のシンボ
ルを見出すことは困難だった。

蔣介石を納得させ、総統選挙に出馬させるため
の方策が、憲法の規定に束縛されない非常大権を
総統に与える法律を、国民大会で成立させること
だった。それが「動員戡乱時期臨時条款」の制定
である11。総統による戒厳令の公布には立法院の
決議または追認が必要とされ（憲法第 39 条）、そ
の他の緊急処分にも必ず立法院の追認が必要で、
立法院が同意しなければ直ちに効力を失うものと
されていた（憲法第 43 条）。動員戡乱時期臨時条
款によって総統はこれらの拘束から自由になり、
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8 「總統副總統選舉罷免法（民國 36 年）」立法院法律系統
（https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?0^98C00CC4180
C6E98C40CC02F0C609AC8CCC01BCC6098C4CCD018）。

9 「国民大会代表 100 名以上が、大会が決定した期間内に、
連名で署名して総統候補者を提出しなければならない」（第
4条第1項第1号）。

10 憲法第 53 条は「行政院は、国家の最高行政機関である」
と定めている。

11 「動員戡亂時期臨時條款（中華民國 37 年 04 月 18 日）」
立法院法律系統（https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?
00263BB74D84000000000000000000A000000002000000^04
102037041800^0006C001001）。



その権限は著しく強化されたといえる。憲法の精
神を踏みにじる暴挙との批判はあったが、動員戡
乱時期のみの適用に限られ、（共産党の）反乱を平
定した後は条文の効力は消滅すると説明され
た12。蔣介石に出馬を促すための、まさに「花道
づくり」のための緊急措置だった。

最終的には、蔣介石は総統選挙への出馬を受け
入れた。国民党は、総総選挙・副総統選挙とも公
認候補を決定せず、自由に立候補できることにし
た。これにより、蔣介石は国民党公認ではなく、
国民大会代表の連名による推薦で立候補したかた
ちとなった。蔣介石は「自分は出馬を固辞したに
もかかわらず、各党、各界からの幅広い要請を受
けて、しぶしぶ立候補するというスタイルを演じ
た」のである13。

（4）第1回総統選挙の実施
第1回総統選挙は 1948 年4月 19 日、国民大会

第1回会議の期間中に開催された「総統選挙大会」
において、2734 名の国民大会代表が出席して行わ
れた。国民党から蔣介石と居正の2名が立候補し
た。投票結果は、蔣介石の得票数は 2420 票（得票
率は 88.88％）、居正の得票数は 269 票（得票率は
9.84％）となった。蔣介石の得票数は、選挙法（総
統副総統選挙罷免法）が定めた当選要件である、
国民大会代表総数の過半数（1523 名）を超えてい
たことから（第4条第1項第3号）、初代総統への
当選が決まった。

4．第2回総統選挙

総統が6年の任期満了（1954 年5月 20 日）を
迎えるのを踏まえて、第2回総統選挙が 1954 年
3月 20 日に行われた。

1949 年 12 月の台湾移転後、中華民国政府の実
効支配地域は台湾とその周辺島嶼のみとなってい
た。その結果、総統選挙の実施をめぐっていくつ
かの問題が浮上していた。第1に、国民大会代表
の任期満了にともなう、国民大会の改選問題であ
る。第2に、国民大会の定足数の問題である。第
1回総統選挙に参加した国民大会代表がすべて台
湾に渡ってきたわけではなかった。そのほか、選
挙法にも不備な点が見つかった。以下では、まず
はこれらの諸問題への対応を確認したうえで、第
2回総統選挙の結果について紹介する。

（1）非改選となった国民大会
憲法第 28 条には「国民大会代表は、6年ごとに

改選する」（第1項）、「各期の国民大会代表の任期
は、次期国民大会開会の日までとする」（第2項）
とある。第1期国民大会代表は 1947 年 11 月に選
出されていたから、憲法の規定にしたがえば、第
2期国民大会代表選挙は 1953 年に実施されるこ
とになる。

ところが、当時の情勢下では選挙を実施するこ
とができなかった。中華民国政府が自国の領土と
見なす中国大陸には、すでに「中華人民共和国」
が建国されていた。共産党の支配下にある中国大
陸の有権者は、その選挙権を行使できなかったの
である。他方、台湾を中心とした中華民国の実効
支配地域だけで、選挙を行うわけにもいかなかっ
た。なぜなら、中華民国政府の統治の正統性を根
幹から揺るがしてしまうからである。

中華民国政府は、国民主権を定めた中華民国憲
法を制定し、その憲法の規定に則り、国民大会代
表、立法委員や監察委員を選出し、さらに総統と
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12 動員戡乱時期臨時条款には、「総統は 1950 年 12 月 25 日
までに第1期国民大会の臨時会を召集して憲法改正につい
て議論しなければならない。それまでに動員戡乱時期の終
結が宣言されていない場合には、同臨時会において動員戡
乱時期臨時条款の延長ないし廃止を決定しなければならな
い」との規定が盛り込まれた（同上資料）。

13 以上特記以外、横山宏章、前掲書、210～212 頁



副総統を選出するなどして組織された政府だっ
た。この合法性が中華民国政府の統治の正統性を
支えていた。これは「法統」と呼ばれている。そ
して、全中国（中国大陸と台湾）の国民が委任し
た国民の代表によって構成された政府だったから
こそ、中華民国政府は「全中国を代表する正統政
府」と主張したし、またそうできたのである。し
かし、もし中華民国の実効支配地域の有権者だけ
で国民大会代表などの選挙を行ってしまえば、そ
うした合法性の実態的な根拠が消えてしまい、中
華民国政府の統治の正統性は失われてしまう。

こうした事情に鑑み、「第2期国民大会代表選
挙は実施できない」というのが当時の行政院の判
断だった。そこで、上段で紹介した憲法第 28 条
第2項、すなわち「各期の国民大会代表の任期は、
次期国民大会開会の日までとする」との規定が適
用されることになった。現在、中国大陸の有権者
が選挙権を行使できないため、選挙を実施して第
2期国民大会代表を選出することはできない。当
然、第2期国民大会を召集することもできない。
そのため、憲法第 28 条第2項の規定を適用して、
第2期国民大会が開会できるようになるまでは、
第1期国民大会代表が引き続き職務を果たすこと
とし、将来情勢が好転すれば改選することになっ
た。

このようなロジックで、第1期国民大会代表は
その任期満了を迎えても改選されることはなかっ
た。一方、6年おきの改選を規定した憲法の規定

（第 28 条第1項）は事実上無視された。そうした
状況が最終的には 1991 年まで続いたのである。

（2）国民大会の定足数の変更
国民大会の議事手続きや組織について定めた法

律が「国民大会組織法」（1947 年3月公布、1948
年4月修正公布）である14。同法第8条には、「国
民大会は代表の過半数が出席しない場合には、会
議を開会してはならない。その議決は、憲法およ

び法律で別途規定のある場合を除いては、出席代
表の過半数の同意をもってこれを行う」と規定さ
れている。要するに、国民大会の定足数（議事定
足数）は代表（議員）総数の過半数であり、表決
数（議決定足数）は出席代表（議員）の過半数と
いうことである。

第1回国民大会代表の総数は 3045 名だったの
で、過半数は 1523 名ということになる。ところ
が、内政部が 1953 年に行った調査によると、台湾
や香港・澳門および海外各地にいる国民大会代表
の数は、総数の半分にも満たなかった。定足数の
規定が上記のままでは、国民大会の開会すらまま
ならないことが判明したのである。そこで、1954
年 12 月、国民大会組織法第8条の前段が「国民大
会は代表の3分の1が出席しない場合には、会議
を開会してはならない」と修正された15。定足数
が国民大会代表総数の過半数から3分の1に引き
下げられた。

台湾で召集できる国民大会代表の激減という現
実に直面して、国民大会の議事を開き、また議事
を行うための条件を大幅に緩和したのである。第
1期国民大会代表の非改選を決めたこととあわせ
て、これで国民大会の召集がなんとか可能になっ
た。

（3）選挙法の改正
総統選挙を行う国民大会の開催にはなんとか目

途がついたが、選挙法にも不備があることが判明
した。

総統副総統選挙罷免法には、有権者となる国民
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14 「國民大會組織法（中華民國 37 年 03 月 30 日）」立法院
法律系統（https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?007A
6716174E000000000000000000A000000002FFFFFD^0420
1037033000^00010002001）。

15 「國民大會組織法（中華民國 42 年 12 月 29 日）」立法院
法律系統（https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?007A
6716174E000000000000000000A000000002FFFFFA00^042
01042122900^00010002001）。



大会代表総数の過半数の票を獲得した者が当選と
定められていた（第4条第1項第3号）。問題は
その先である。第4条第2項では、最初の投票に
おいて、どの候補者も国民大会代表の過半数の得
票に届かなかった場合には、得票数の多い順に上
位3名によって2回目の投票を行うとなってい
た。つまり、3名以上の候補者の存在を前提とし
ており、候補者が2名ないし1名の場合の選挙手
続きが規定されていなかったのである。

こうした不備を補うべく、1954 年3月に総統副
総統選挙罷免法の一部が改正され、次の2つの
ケースを想定したルールが付け加えられた。第1
に、候補者が2名の場合、1回目の投票でいずれ
の候補者も国民大会代表総数の過半数の票を獲得
できなければ、同じ2名の候補者によって2回目
の投票を行い、得票の多い者が当選となる。得票
数が同じ場合には、3回目の投票を行い、得票の
多い者が当選となる（第4条第3項）。第2に、候
補者が1名の場合、1回目の投票で国民大会代表
総数の過半数の票を獲得できなければ、2回目の
投票を行い、代表総数の過半数の票を獲得できれ
ば当選となる。もし得票数が代表総数の過半数に
届かない場合には、再投票を行う（第4条第4項）。

不備は補われたものの、候補者が2名のケース
でも、最終段階では「国民大会代表総数の過半数」
という条件が消えてしまう奇妙なルールであるこ
とに変わりはなかった。

（4）第2回総統選挙の実施
1954 年2月 19 日、第1期国民大会第2回会議

が台北で開会され、総統選挙の日程は3月 20 日
と決まった。この選挙が事実上、台湾で行われた
最初の総統選挙となった。

第2回総統選挙では、各党で「民主国家で通常
用いられる政党公認方式」16が採用され、公認候

補が選ばれた。国民党では現職総統でもある党総
裁の蔣介石を公認候補とすることが決まった。民
社党は代理主席の徐傳霖を総統候補として公認し
た。青年党は公認候補を擁立しないことを決め
た。

とはいえ、選挙法の規定では、いずれの候補も
100 名以上の国民大会代表の推薦署名を提出する
ことが、立候補の要件とされていた。国民党公認
の蔣介石は 1303 名、民社党公認の徐傳霖は 113
名の推薦署名を提出したが、国民党から非公認な
がら、118 名の推薦署名を集めた莫德惠が第三の
候補として名乗りをあげた。ところが、投票日前
日の3月 19 日、莫德惠が蔣介石への支持を表明、
立候補の取りやめを宣言した。最終的に、第2回
総統選挙は2名の候補者によって争われることに
なった。

3月 20 日の総統選挙大会には 1573 名の国民大
会代表が出席した。投票の結果、蔣介石が 1387
票を獲得、徐傳霖は 172 票を獲得した。この第1
回投票では両候補者とも新たな選挙法が定めた当
選要件（第4条第3項）、すなわち国民大会代表総
数の過半数（1523 名）というハードルをクリアで
きなかった。そこで、選挙法の規定にもとづき、
3月 22 日に第2回投票が行われた。蔣介石は
1507 票、徐傳霖は 48 票を獲得したものの、今回
も蔣介石の得票は代表総数の過半数には届いてい
ない。しかし、上述のとおり、第2回投票では得
票の多い候補者が当選となる。要するに、第2回
投票は単なる儀式にすぎないのであり、まさに茶
番といえるのだが、ルールはルールである。蔣介
石は得票数 1507 票、得票率 99.62％で、第2回投
票で多数票を獲得したことから第2代総統に当選
した。

5．第3回～第5回総統選挙

第3回総統選挙は 1960 年3月 21 日に行われた
が、今回も大きな問題が浮上した。第1に、国民
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16 陳文俊、前掲論文、263 頁。



大会代表総数の解釈問題である。第1期国民大会
代表は、選出からすでに 12 年が経過しており、欠
員が増加していた。第2に、さらに重要だったの
が、蔣介石の総統3選問題である。憲法では総統
の重任は1回までとされていた。まずは、これら
の問題について見てみよう。

（1）国民大会代表総数の解釈問題
1948 年3月に南京で第1期国民大会第1回会

議が開催された際、この会議に出席した国民大会
代表の数は 2841 名だった。中華民国政府（国民
党政権）が中国大陸を失った後、1954 年に台北で
開催した第1期国民大会第2回会議に出席したの
は 1578 名だった。それから6年のあいだに、さ
らに 95 名が欠員となった。第3代総統の選挙を
行う第1期国民大会第3回会議を控えて、有権者
となる国民大会代表の数が激減していることは明
らかだった。国民大会代表総数をどうカウントす
るかという問題が浮上したのである。

行政院は、このまま代表総数を 1947 年当時の
選出人数を基準に計算すれば、国民大会は開会で
きず、その職権を行使できなくなる恐れがあると
して、司法院による憲法解釈が必要との認識を示
した17。国民大会も司法院に解釈を求めた。そこ
で、司法院は 1960 年2月に大法官会議を開催し
た。大法官会議は、現在の情勢に鑑み、「憲法が設
置する国民大会の本旨を尊重して、法に基づいて
選出し、会議を召集できる国民大会代表人数を計
算の基準とすべきである」との解釈（第 85 号解釈）
を示した18。

この大法官会議第 85 号解釈を受けて、内政部
が第1期国民大会代表の現存人数は 1960 年2月
16 日の時点で 1576 名であることを確認した。こ
の人数が第1期国民大会第3回会議における国民
大会代表総数の計算基準になることが決まった。

（2）動員戡乱時期臨時条款の改正
憲法第 47 条には「総統、副総統の任期は6年と

し、再選されたときは一期重任することができる」
とある。蔣介石の総統3選が、憲法の規定に真っ
向から抵触する問題であることは明らかだった。

『自由中国』誌に代表される自由主義者たちから
は激しい批判が巻き起こったが、国民党内では蔣
介石の総統続投への待望論が高まった。

歴史的な事実として、蔣介石の総統3選は実現
した。そこまでのプロセスには、第1期総統選挙
までの経緯を彷彿とさせるものがある。蔣介石は

「各党、各界からの要請を受けて、しぶしぶ立候補
する」というスタイルを再び演じた。他方、いか
にして蔣介石に総統を続投させるか。この難題へ
の解決策は、またもや国民大会において各党が一
致して、総統の再選が憲法規定に束縛されない規
定を可決することだった。以下では、そのプロセ
スを振り返ってみたい。

1958 年 12 月、自らの総統続投への待望論が高
まるなかで、蔣介石は「憲法の改正には賛成しな
い」との考えを表明した。中華民国政府の合法的
統治の正統性を維持するためには、憲法に手を加
えることは許されないとの判断があったのだろ
う。あるいは、憲法を改正せず、いかにして自分
に総統を続投させるのか、という難題を周囲に突
き付ける狙いがあったのかもしれない。いずれに
せよ、翌 1959 年5月9日、国民大会代表たちが「蔣
介石総統の再出馬、再選、反共抗ソの大業の完成
を一致して希望する。憲法あるいは動員戡乱時期
臨時条款の改正は、国民大会が直接これを行うべ
きである」との意見を提出した。これに対して、
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17 憲法第 173 条には「憲法の解釈は、司法院が行う」とあ
る。

18 釋字第 85 號解釋「憲法所稱國民大會代表總額，在當前情
形，應以依法選出而能應召集會之國民大會代表人數為計算
標準」（中華民國 49 年 02 月 12 日）、司法院大法官（http:
//cons.judicial.gov.tw/jcc/zh-tw/jep03/show?expno=85）、
1960 年。



蔣介石は5月 18 日、国民党第8期中央委員会第
2次全体会議において「反共復国して革命を完成
させる歴史的任務から責任を逃れるつもりはな
い」が、「憲法改正には賛成しない立場はいまも変
わらない」との立場を強調した。

蔣介石の総統3選の実現に向けて、国民大会は
対応を迫られた。1960 年2月 20 日に第1期国民
大会第3回会議が開会されると、第6回大会にお
いて「動員戡乱時期には総統、副総統の再選は、
憲法第 47 条が定める再選は一期重任までとの制
限を受けない」とする条文を盛り込んだ動員戡乱
時期臨時条款の改正案を成立させたのである19。
こうして、総統は任期制限の拘束からも自由に
なった。それにより事実上の総統任期の撤廃、蔣
介石の終身総統への道が開かれたのである。

（3）第3回総統選挙の実施
1960 年3月 21 日、第1期国民大会第3回会議

第1回選挙大会において、第3代総統を決める総
統選挙が行われた。この大会には 1510 名の国民
大会代表が出席した。立候補したのは、国民党の
公認候補で、1430 名の国民大会代表が連名で推薦
した蔣介石だけだった。社民党も青年党も公認候
補を擁立しなかった。

投票の結果は、投票総数 1509 票、有効投票数
1481 票のうち、蔣介石が 1481 票を獲得した（得
票率 98.14％）。新たに導入された計算基準によ
ると、第1期国民大会第3回会議の代表総数は
1576 名となり、その過半数は 789 名だった。選挙
法は、候補者が1名の場合、第1回投票での国民

大会代表総数の過半数の得票を当選要件に定めて
いた（第4条第4項）。蔣介石はそれをクリアし
て、絶対多数の得票を獲得したことから、第3代
総統に当選した。

（4）第4回・第5回総統選挙
第4回総統選挙と第5回総統選挙の当選者は、

いずれも蔣介石だった。とくに第5回総統選挙
は、蔣介石にとって最後の選挙となった。任期途
中の 1978 年4月5日に他界したからである。

前項で紹介した第3回総統選挙の結果――すな
わち憲法の規定をねじ曲げて、総統の任期制限を
事実上撤廃することで蔣介石の3選を実現――
は、蔣介石の独裁的な権力が確立されたことを示
すメルクマールだったといえる。戦後台湾の政治
体制の視点から見ても、国民党一党独裁による権
威主義体制あるいは台湾型の権威主義体制が、
1950 年代を通じて確立された後、1960 年代には
最高の安定を誇ったとされている20。事実、蔣介
石が立候補を重ねて、総統に当選し続けたその後
2回の総統選挙のプロセスからは、国民党の一党
独裁、そして蔣介石の独裁的な権力が確立された
ことを示す特徴が見て取れる。

第1に、国民党は蔣介石を満場一致で公認候補
に選出している。1966 年3月、国民党第9期中央
委員会第3回全体会議は、蔣介石を第4回総統選
挙の公認候補とすることを満場一致で決めた。
1972 年3月にも、国民党は第 10 期中央委員会第
3回全体会議において同様の決定を行った。

第2に、蔣介石が唯一の候補者となった。国民
党から対抗馬が現れることはなく、また「友党」
とされた社民党と青年党も公認候補を擁立しなく
なった。1950 年代には、国民党が両党に対して利
益誘導などさまざまな手段を通じた分断工作を進
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19 1948 年制定の動員戡乱時期臨時条款の規定とは異なり、
1950 年 12 月 25 日までに第1期国民大会の臨時会は召集
されず、動員戡乱時期の終結も宣言されなかった。そのた
め、第1期国民大会は 1954 年3月 11 日の第2回会議第7
回大会で「動員戡乱時期臨時条款は正式な廃止前には引き
続き有効である」と決議した（檔案管理局編『時代輪廓―
嶄新與蛻變的歷程 國民大會修憲檔案專題選輯』檔案管理
局、台北、2008 年、23～24 頁。）

20 若林正丈『台湾―分裂国家と民主化』東京大学出版会、
1992 年、19 頁。



め、両党の弱体化を図ったといわれており21、社
民党と青年党はすでに骨抜きにされていたことが
伺える。とくに第5回総統選挙では、両党がそ
ろって蔣介石の総統続投を支持する声明を発表し
ている22。なお、蔣介石が 100 名以上の国民大会
代表の推薦署名を簡単に集めたことはいうまでも
ない。第4回総統選挙では 1488 名の代表が、第
5回総統選挙では 1225 名の代表が、蔣介石を連
名で総統候補に推薦した。

第3に、蔣介石の得票率の高さである。まずは、
2回の総統選挙の結果から確認しておきたい。第
4回総統選挙は 1966 年3月 21 日、第1期国民大
会第4回会議第1回選挙大会において、1427 名の
代表が出席して投票が行われた。選挙結果は、投
票総数 1425 票、有効投票数 1405 票（無効票 20 票）
のうち、蔣介石は 1405 票を獲得した（得票率
98.60％）。今回の国民大会代表総数は 1488 名、
その過半数は 745 名だった。選挙法が定める当選
要件を満たし、第1回投票で国民大会代表総数の
過半数の票を獲得したことから、蔣介石は第4代
総統に当選した。

1972 年3月 21 日、第1期国民大会第5回会議
第1回選挙大会において行われた第5回総統選挙
では、1316 名の代表が出席して投票が行われた。
選挙結果は、投票総数 1316 票、有効投票数 1308
票（無効票8票）のうち、蔣介石は 1308 票を獲得
した（得票率 99.30％）。今回の国民大会代表総数
は 1374 名、その過半数は 688 名だった。第1回
投票で蔣介石の得票数は代表総数の過半数、絶対
多数を占めたことから、第5代総統への当選が決
まった。

上記の結果から明らかだが、有効投票のすべて
が蔣介石の得票となっている。第3回総統選挙に

始まった特徴が定着していることがわかる。もち
ろん一定数の無効票は存在しており、そのなかに
は蔣介石に対する批判票も含まれていたと考えら
れる。しかし、その数はわずかであり、選挙の回
を重ねるごとに着実に減少している（第3回選
挙：28 票、第4回選挙：20 票、第5回選挙：8票）。
その結果として、蔣介石の得票率は高い数字を誇
り、これもまた上昇傾向を示したのである。

（5）第4回・第5回副総統選挙との比較
蔣介石の独裁が強まっていく傾向は、副総統選

挙の結果と比べることで、よりはっきりとつかむ
ことができる。ここでは第4回と第5回の副総統
選挙で副総統に当選した厳家淦の事例を取り上げ
てみたい。

上記2回の副総統選挙では、総統候補となった
蔣介石の推挙を受け、国民党がそれを了承して、
厳家淦が副総統候補として公認された。国民大会
代表の推薦署名については、第4回には 1225 名、
第5回には 1251 名の推薦署名を集めた。ところ
が、実際の副総統選挙の投票結果と比べると、そ
こにはかなりの開きがあった。

第4回副総統選挙の投票結果は、投票総数 1417
票、有効投票数 782 票（無効票 634 票）のうち、厳
家淦の得票数は 782 票で、得票率は 55.19％にと
どまった。選挙法の規定によると、副総統選挙で
は総統の当選要件が準用される（第5条）。国民
大会代表総数の過半数が 745 名だったことから、
辛くもハードルをクリアしたかたちだった。かな
りきわどい当選だったといえよう。第5回副総統
選挙では、投票総数 1307 票、有効投票数 1095 票

（無効票 212 票）のうち、厳家淦は 1095 票を獲得
（得票率は 83.78％）したことから、当選要件（今
回の国民大会代表総数の過半数は 688 名）をクリ
アして、副総統に再選された。

厳家淦は蔣介石が推挙し、国民党が公認した候
補だった。にもかかわらず、選挙前の推薦署名数
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21 任育德『向下紮下―中國國民黨與台灣地方政治的發展』
稻鄉出版社、台北、2008 年、350～361 頁。

22 陳文俊、前掲論文、276 頁。



と投票時の得票数にはかなりの違いがある。その
原因は無効票の多さにある。そうした事実から
は、厳家淦の立候補をよしとしない国民大会代表
が少なからず存在したこと、彼らは党の監視下に
あった推薦署名では党の指示にある程度に従いな
がらも、秘密投票となった選挙の段階ではサボ
タージュしていたことが見て取れる。

厳家淦はこの後、1975 年4月5日の蔣介石の死
去のともない、「総統欠位のときは、副総統が総統
の任期満了までその任を継ぐ」とした憲法第 49
条の規定に則り、総統職を引き継ぐことになる。
2回の副総統選挙の結果からは、厳家淦副総統に
対する支持が高まっていったこともうかがえる。
しかし、それでもやはり蔣介石の比ではなかった。
1960 年以降の台湾では蔣介石の独裁的権力が相
当確立されていたことがわかる。

おわりに

本稿では、「中華民国」の総統選挙について紹介
した。中華民国政府の台湾移転にともない、第2
回総統選挙からは台湾で行われていた。台湾では
台湾政治の民主化前から総統選挙が行われていた
のである。しかも、定期的に、である。

本稿で扱った複数回（第1回から第5回まで）
の総統選挙のプロセスから見えてきたのは、蔣介
石の独裁的な権力が確立されていく様子だった。
台湾移転後に国民大会代表選挙の改選が凍結さ
れ、国民大会が「万年国会」化したにもかかわら
ず、総統選挙が定期的に行われたのは、蔣介石が
その独裁的な権力の正統性を「合法的」に確保し
続けるためだった。

第2回から第5回までの総統選挙は、少なくと
も「台湾での総統選挙」であったとはいえるだろ
う。だとしても、台湾住民が自分たちのリーダー
を選ぶという意味で、「台湾の総統選挙」だったと
言い切るのは難しい。蔣介石が他界し、息子の蔣
経国が立候補し、当選した第6回総統選挙から、
李登輝が総統に選出された第8回総統選挙まで、
その性格は基本的には変わらなかった。

とはいえ、1970 年代以降の台湾政治において、
総統選挙の性格が決して変わらなかったというわ
けでもない。「台湾での総統選挙」が、わずかなが
らも変化を見せ始め、ほんの少しずつではあって
も「台湾の総統選挙」に近づいていったプロセス
については、また別の機会に紹介することにした
い。

交流 2019.7 No.940

― 15 ―



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


